
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
管
理
理
容
師
及
び
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

　

一

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　

　

一

〇
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

五

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

五

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許 

（
港　

湾　

課
）　

　

六

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

七

 
雑

報

〇
仙
台
松
島
道
路
の
変
更
（
第
Ⅶ
期
工
事
） 

七

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

　

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
理
容
師
資
格
認

定
講
習
会
及
び
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
美
容

師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

講
習
会
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

　
　

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
地
二
十
六

二　

講
習
会
の
日
程
及
び
会
場

　

１　

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会

　
　
�
　

日
程

　
　
　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
五
日
（
月
）、
同
月
十
二
日
（
月
）
及
び
同
月
十
九
日
（
月
）

　
　
�
　

会
場

　
　
　
　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
三
番
七
号

　
　
　
　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
ホ
ー
ル
宮
城

　

２　

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会

　
　
�
　

日
程

　
　
　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
五
日
（
月
）、
同
月
十
二
日
（
月
）
及
び
同
月
十
九
日
（
月
）

　
　
�
　

会
場

　
　
　
　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
三
番
七
号

　
　
　
　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
ホ
ー
ル
宮
城

三　

受
講
料

　
　

一
人
に
つ
き
一
万
八
千
円

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
分
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事

業

所

番

号

〇
四
五
三
一
〇
〇
〇
五
九

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

障
害
者
日
中
活
動
支
援

施
設
の
ぎ
く

遠
田
郡
美
里
町
練
牛
字

十
二
号
四
十
八
番
地
一

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

八
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
殊
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
分

平
成
二
十
三
年
七
月
〜
平
成
二
十
四
年
二
月
分
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肥

料

の

種

類

等

副
産
石
灰
肥
料

消
石
灰

保

証

票

添

付

者

千
葉　

和
郎

株
式
会
社
ト
キ
ワ

肥

料

の

名

称

４
５
・
０
貝
殻
石
灰
稔
１
号

７
０
消
石
灰 

検

査

の

概

要

分

析

検

査

項　
　
　
　
　
　
　

目

主
成
分－

Ａ
Ｌ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

指
摘
事
項

保
証
票
の
検
査

そ
の
他
の
検
査

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

                       

       

備　
　

考

立
入
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二

月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二

月
二
十
一
日

（
注
）　
一　

分
析
検
査
及
び
そ
の
他
の
検
査
の
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
混
合
し
た
試
料
一
点
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　

二　

分
析
検
査
の
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　

三　

主
成
分
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ－

加
里
全
量
、
Ａ
Ｌ－

ア
ル
カ
リ
分

特

殊

肥

料

の

指

定

名

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し

く
は
販
売
業
者
又
は
表
示
者

筆
甫
地
区
有
機
利
用
組
合

峠
地
区
有
機
利
用
組
合

舘
矢
間
地
区
第
一
有
機
利
用

組
合

黒
佐
野
地
区
有
機
利
用
組
合

届　

出　

名

（
及
び
商
品
名
）

牛
糞
堆
肥

牛
ふ
ん
堆
肥

た
て
や
ま
有
機

 
牛
ふ
ん
た
い
肥

検

査

の

結

果

Ｔ
Ｎ

（
％
）

〇
・
六
五

一
・
七
七

〇
・
七
一

〇
・
六
二

Ｔ
Ｐ

（
％
）

〇
・
六
九

二
・
三
〇

〇
・
七
六

〇
・
六
二

Ｔ
Ｋ

（
％
）

一
・
四
七

三
・
九
五

二
・
三
三

一
・
一
八

Ｔ
Ｃ
ｕ

（�
／�
）

Ｔ
Ｚ
ｎ

（�
／�
）

Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ

（�
／�
）

Ｃ
／
Ｎ

一
〇
・
六

　

八
・
一

一
三
・
六

一
一
・
〇

水
分

（
％
）

七
一
・
八

三
五
・
九

六
〇
・
九

七
〇
・
五

そ
の
他

の
検
査

              

               

備　
　

考

立
入
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三

月
二
十
六
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三

月
二
十
六
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三

月
二
十
六
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三

月
二
十
六
日
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特

殊

肥

料

の

指

定

名

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

 
た
い
肥

生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し

く
は
販
売
業
者
又
は
表
示
者

泉　
　

幸
雄

新
誠
木
材
株
式
会
社

木
村　

近
雄

大
浪　

一
康

有
限
会
社
蔵
王
あ
ぐ
り

真
壁
仁
一
郎

村
上　

光
博

農
事
組
合
法
人
蔵
王
フ
ァ
ー

ム小
島　

一
明

津
田　

利
弘

有
限
会
社
フ
ァ
ー
ム
イ
チ
カ

ワプ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株
式
会
社
ハ

イ
ポ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
宮
城
農

場加
美
土
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

若
竹　

智
司

届　

出　

名

（
及
び
商
品
名
）

Ｂ
ｅ
ｋ
ｏ
タ
イ
ヒ
１
号

グ
リ
ー
ン
セ
ブ
ン

堆
肥

堆
肥

堆
肥

堆
肥

堆
肥

発
酵
肥
料
「
こ
れ
だ
ね
」

牛
糞
堆
肥

堆
肥

堆
肥

豚
ぷ
ん
堆
肥

エ
コ
堆
く
ん

鶏
糞

検

査

の

結

果

Ｔ
Ｎ

（
％
）

〇
・
四
〇

〇
・
八
〇

〇
・
七
九

〇
・
六
四

〇
・
五
九

一
・
一
五

一
・
〇
六

三
・
三
〇

〇
・
七
四

〇
・
三
三

〇
・
五
八

二
・
二
七

一
・
五
五

〇
・
九
五

Ｔ
Ｐ

（
％
）

〇
・
五
〇

〇
・
六
七

〇
・
七
五

〇
・
八
二

〇
・
六
九

一
・
四
八

〇
・
九
六

四
・
七
二

〇
・
二
九

〇
・
二
二

〇
・
二
七

四
・
〇
八

一
・
八
五

三
・
二
一

Ｔ
Ｋ

（
％
）

〇
・
七
七

〇
・
六
六

〇
・
九
七

一
・
〇
七

一
・
五
二

二
・
九
四

一
・
一
八

二
・
〇
四

〇
・
六
二

〇
・
〇
六

〇
・
六
六

一
・
九
二

二
・
二
一

〇
・
九
〇

Ｔ
Ｃ
ｕ

（�
／�
）

　

三
五
二

　

二
〇
一

二
二
・
七

一
四
・
九

Ｔ
Ｚ
ｎ

（�
／�
）

　

八
三
九

　

六
七
六

　

一
二
四

　

一
〇
五

Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ

（�
／�
）

五
一
・
三

二
三
・
三

五
七
・
六

Ｃ
／
Ｎ

一
九
・
六

一
八
・
二

　

九
・
九

一
〇
・
〇

一
五
・
〇

一
四
・
四

　

八
・
七

　

七
・
八

一
二
・
四

一
五
・
七

一
五
・
〇

　

八
・
八

一
一
・
五

　

八
・
九

水
分

（
％
）

七
〇
・
〇

五
六
・
四

六
六
・
三

六
四
・
五

六
五
・
八

三
八
・
八

五
六
・
四

二
八
・
〇

六
五
・
〇

七
九
・
二

七
八
・
六

三
〇
・
九

三
二
・
四

　

七
・
六

そ
の
他

の
検
査

備　
　

考

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
七

月
八
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
七

月
八
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
七

月
八
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
五
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
五
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
五
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
五
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
五
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
五
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
五
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

月
二
十
五
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年　

十
一
月
十
六
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
六
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
六
日
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た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

有
限
会
社
富
士
物
産

株
式
会
社
宮
城
発
酵

株
式
会
社
宮
城
発
酵

株
式
会
社
東
北
養
鶏
場

株
式
会
社
東
北
養
鶏
場

な
か
よ
し
ゆ
う
き
セ
ン
タ
ー

株
式
会
社
栗
駒
フ
ァ
ー
ム

株
式
会
社
栗
駒
フ
ァ
ー
ム

株
式
会
社
栗
駒
フ
ァ
ー
ム

有
限
会
社
ア
グ
リ
テ
ッ
ク
宮

城有
限
会
社
ア
グ
リ
テ
ッ
ク
宮

城い
し
の
ま
き
農
業
協
同
組
合

佐
藤　

賀
一

大
谷
地
堆
肥
生
産
組
合

米
川
地
区
堆
肥
生
産
組
合

地
力
百
倍

Ｖ
Ｓ
モ
ミ
ガ
ラ
堆
肥

バ
ー
ク
堆
肥

発
酵
鶏
糞

籾
殻
堆
肥

た
い
肥

花
と
野
菜
の
堆
肥

堆
肥
一
番

栗
駒
高
原
バ
ー
ク

バ
ー
ク
堆
肥

牛
ふ
ん
堆
肥

Ｃ
Ｅ
堆
肥　
　
　
　
　
　

完
熟
堆
肥
う
し
ち
ゃ
ん
の
ち

か
ら

牛
ふ
ん
堆
肥

米
川
牛
ふ
ん
堆
肥

〇
・
四
三

〇
・
七
七

〇
・
一
七

一
・
八
七

一
・
五
三

一
・
五
〇

〇
・
九
六

一
・
一
〇

一
・
二
五

〇
・
六
七

〇
・
七
二

〇
・
三　

〇
・
五　

〇
・
六　

一
・
一　

一
・
一
七

〇
・
六
二

〇
・
一
三

六
・
〇
二

五
・
五
九

一
・
七
八

二
・
七
二

二
・
九
九

三
・
一
七

〇
・
七
三

〇
・
九
一

〇
・
〇　

〇
・
九　

〇
・
八　

一
・
六　

〇
・
八
八

〇
・
六
六

〇
・
二
四

三
・
四
七

二
・
四
七

一
・
九
二

一
・
八
三

一
・
九
六

二
・
一
〇

〇
・
二
七

〇
・
八
八

〇
・
一　

〇
・
八　

一
・
〇　

二
・
四　

二
二
・
八

一
三
・
二

一
八
・
三

五
九
・
六

五
二
・
〇

　

九
・
九

九
四
・
〇

八
三
・
五

　

一
〇
三

一
七
・
三

一
七
・
七

　

一
・
二

一
五
・
四

二
一
・
六

　

一
三
七

　

一
二
三

八
二
・
八

七
七
・
九

　

五
三
一

　

五
〇
一

　

一
〇
九

　

五
〇
二

　

五
〇
七

　

五
四
三

　

一
三
一

　

一
二
五

　

八
・
三

　
　

五
八

　

一
五
〇

　

四
七
七

一
七
・
三

八
・
七
三

五
・
六
四

　

二
八
四

　

二
八
〇

一
一
・
〇

　

一
五
六

　

一
五
一

　

一
四
六

二
八
・
八

三
〇
・
七

　

一
・
四

一
五
・
〇

二
四
・
〇

五
八
・
四

二
〇
・
八

一
八
・
七

三
一
・
七

一
〇
・
二

一
〇
・
二

　

九
・
六

一
二
・
一

一
一
・
三

一
一
・
五

一
九
・
四

一
七
・
二

三
七
・
三

一
二
・
〇

　

九
・
七

　

八
・
八

六
八
・
一

三
二
・
一

五
三
・
二

一
二
・
五

一
六
・
七

三
三
・
二

四
九
・
七

四
二
・
二

四
一
・
七

五
八
・
九

六
一
・
九

五
一
・
九

六
八
・
六

六
九
・
五

五
六
・
五

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
八
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
八
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
八
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
八
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
八
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二

月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二

月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二

月
十
七
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二

月
二
十
日



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

仙
台
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の 
涵 
養
か
ん

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
三
日

二　

商
号
又
は
名
称
等
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た
い
肥

た
い
肥

丸
光
畜
産

渡
邊　

一
憲

有
機
特
殊
肥
料

た
い
肥

三
・
〇　

〇
・
五　

四
・
八　

〇
・
七　

二
・
四　

〇
・
八　

　

三
〇
三

　

九
・
五

　

六
四
七　

　
　

九
三

五
〇
・
五

一
八
・
一

　

七
・
〇

一
三
・
五

二
二
・
二

七
三
・
二

立
入
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二

月
二
十
一
日

立
入
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二

月
二
十
一
日

　

備
考　

一　

分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ－
窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ－

加
里
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ｕ－

銅
全
量
、
Ｔ
Ｚ
ｎ－

亜
鉛
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ－

石
灰
全
量
、
Ｃ
／
Ｎ－

炭
素
窒
素
比
、
水
分－

水
分
含
有
量

　
　
　
　

二　

分
析
値
は
、
Ｔ
Ｃ
ｕ
及
び
Ｔ
Ｚ
ｎ
に
つ
い
て
は
乾
物
当
た
り
の
数
値
、
そ
れ
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
は
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
タ
ク
ミ

住
宅
板
橋　

敬
一

渡
辺
工
務
店

渡
邉　

和
之

株
式
会
社
三
協
技

建
工
業

今
野　

惣
市

有
限
会
社
広
瀬
重

機廣
瀬　

敏
昭

有
限
会
社
東
日
興

業片
方　

俊
雄

株
式
会
社
小
野
寺

鐵
工
所

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

石
巻
市
三
ツ
股
二
丁
目
五

－

三
十
七

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
西
町

十
一－

二

気
仙
沼
市
本
吉
町
幸
土
三

十
一－

四

仙
台
市
青
葉
区
高
野
原
一

丁
目
二
十－

十
八

仙
台
市
青
葉
区
下
愛
子
字

二
本
松
二
十
三－

一

気
仙
沼
市
港
町
五
百
六－
九

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
九

第
五
千
九
百
九

十
五
号

般－

二
十
二

第
六
千
四
百
九

十
三
号

般
・
特－

二
十

二第
六
千
九
百
三

十
二
号

般－

二
十
一

第
一
万
二
千
四

百
九
十
四
号

般－

二
十
三

第
一
万
三
千
三

百
七
十
九
号

般－

二
十
三

第
一
万
四
千
三

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
九
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
三
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
四
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
九
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
十
三
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
二
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
免
許
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

免
許
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

二　

免
許
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
港
四
丁
目
十
番
五
、
十
番
六
、
十
番
九
及
び
二
十
四
番
の
地
先
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　

次
の�
の
地
点
か
ら�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
か
ら�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結

び
、�
の
地
点
と�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
三
年
の
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
三
八
メ
ー
ト

ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
域
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
港
四
丁
目
無
番
地
に
設
置
さ
れ
て
い
る
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備

局
塩
釜
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
一
級
水
準
点
Ｎ
ｏ．

一
（
北
緯
三
八
度
一
六
分
二
一
秒
六
九
〇

六
、
東
経
一
四
一
度
〇
一
分
三
〇
秒
九
八
四
六
）（
以
下
「
基
点
」
と
い
う
）
か
ら
二
六
八
度
一

〇
分
四
三
秒
一
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　

一
八
六
度
〇
九
分
五
二
秒　
　

三
〇
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

一
八
五
度
五
六
分
四
六
秒　

一
四
八
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　

二
七
六
度
〇
四
分
五
九
秒　

三
〇
一
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　
　
　

六
度
〇
一
分
二
八
秒　
　

四
六
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　
　
　

六
度
〇
二
分
五
二
秒　

一
三
二
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　
　

九
六
度
〇
六
分
三
九
秒　

二
六
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

五
四
、
〇
三
三
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位
置

　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
港
四
丁
目
十
番
五
、
十
番
六
、
十
番
八
、
十
番
九
及
び
二
十
四
番
の
地
内
、
こ
れ

ら
に
隣
接
す
る
県
有
地
並
び
に
こ
れ
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　
　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　
　
�
の
地
点　

基
点
か
ら
五
二
度
四
四
分
〇
六
秒
六
七
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
八
五
度
五
六
分
四
六
秒　

二
九
八
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
七
六
度
〇
四
分
五
九
秒　

一
六
〇
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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小
野
寺　

卯
征

ケ
イ
セ
イ
エ
ン
ジ

ニ
ア
リ
ン
グ
株
式

会
社
前
田　

啓
二

リ
・
ホ
ー
ム
株
式

会
社
岩
佐　

政
幸

株
式
会
社
菊
池
工

務
店
菊
池　

邦
彦

有
限
会
社
高
友
産

業高
橋　

顯
輔

株
式
会
社
光
鉄
建

大
戸　

真
由
美

株
式
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｇ

Ａ
Ｌ　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ

Ｎ遠
藤　

昇
一

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
五
丁

目
十
一－

二
十
三－

一
〇

三亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
牛

橋
二
十－

十
五

大
崎
市
古
川
諏
訪
一
丁
目

三－

二
十
三

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
鷲
ノ

巣
三
十－

一

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字

化
粧
坂
七
十
七－

十
三－

二
〇
二

多
賀
城
市
下
馬
二
丁
目
一

－

十
五

百
三
十
三
号

般－

二
十

第
一
万
六
千
八

百
五
十
五
号

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
百

七
十
一
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
二

百
三
十
三
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
三

百
二
十
五
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
三

百
八
十
六
号

般－

二
十
一

第
一
万
八
千
四

百
九
十
五
号

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

　

機
械
器
具
設
置
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

平
成
二
十
四
年

 

七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
十
三
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
六
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
九
日

平
成
二
十
四
年

 

七
月
三
日



　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　
　

六
度
〇
四
分
五
九
秒　
　

七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
七
六
度
〇
四
分
五
九
秒　

二
四
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　
　

六
度
〇
二
分
五
二
秒　

二
二
八
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

　
　
　
　

一
〇
二
、
八
一
五
・
七
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

ふ
頭
用
地

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
角
田
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

谷　
　

関　
　

邦　
　

康　
　
　

一　

就
任
し
た
者

 

二　

退
任
し
た
者

 
雑

報

〇
宮
城
県
道
路
公
社
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
松
島
道
路
の

変
更
（
第
Ⅶ
期
工
事
）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
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平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

馬

場　

茂

角
田
市
神
次
郎
字
東
高
野
三
番
地

監

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
一
日

氏　
　
　

名

佐

藤

武

敏

小

野

克

正

遠

藤

良

夫

面

川

義

明

佐

藤

信

雄

鈴

木

昭

一

渋

谷

義

郎

柄

目

利

徳

二
階
堂　
　
　

元

遠

藤

裕

一

馬

場　

茂

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

角
田
市
高
倉
字
梅
ヶ
崎
二
百
六
番
地

角
田
市
小
田
字
坂
下
十
二
番
地

角
田
市
江
尻
字
東
浦
三
番
地
一

角
田
市
岡
字
深
町
六
十
七
番
地

丸
森
町
舘
矢
間
木
沼
字
木
沼
町
五
十
五
番

地角
田
市
稲
置
字
舘
下
二
十
三
番
地

角
田
市
佐
倉
字
佐
倉
町
四
十
三
番
地

角
田
市
横
倉
字
金
谷
九
十
六
番
地

角
田
市
角
田
字
栄
町
九
十
八
番
地

角
田
市
稲
置
字
堂
下
六
十
三
番
地

角
田
市
神
次
郎
字
東
高
野
三
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事

監

事

就

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

氏　
　
　

名

佐

藤

武

敏

面

川

義

明

鈴

木

昭

一

渋

谷

義

郎

鈴　

木　

榮
次
郎

山

本

賢

一

柄

目

利

徳

遠

藤

良

夫

二
階
堂　
　
　

元

遠

藤

裕

一

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

角
田
市
高
倉
字
梅
ヶ
崎
二
百
六
番
地

角
田
市
岡
字
深
町
六
十
七
番
地

角
田
市
稲
置
字
舘
下
二
十
三
番
地

角
田
市
佐
倉
字
佐
倉
町
四
十
三
番
地

角
田
市
豊
室
字
沼
下
二
十
六
番
地

丸
森
町
舘
矢
間
舘
山
字
岩
前
百
二
十
三
番

地角
田
市
横
倉
字
金
谷
九
十
六
番
地

角
田
市
江
尻
字
東
浦
三
番
地
一

角
田
市
角
田
字
栄
町
九
十
八
番
地

角
田
市
稲
置
字
堂
下
六
十
三
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事



 

宮
城
県
道
路
公
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

理　
事　
長　
　

千　
　

葉　
　

三　
　

郎　
　
　

一　

路
線
名　

県
道
仙
台
松
島
線
、
一
般
国
道
四
十
五
号

二　

工
事
の
区
間　

宮
城
郡
利
府
町
春
日
か
ら
東
松
島
市
川
下
ま
で

三　

工
事
の
種
類　

改
築

四　

工
事
開
始
の
日　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
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